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令和 3年度 夏季学園の中止について 

  

先週末、国は令和３年７月１２日から８月２２日までの期間、都を対象区域とした

緊急事態宣言を発令することを発表しました。この宣言を受け、東京都は緊急事態

措置を発出し、緊急事態宣言が発令さている 8月 22日までの期間、一層、感染

拡大防止対策の徹底を図るとともに人流を抑制することとしています。 

このことを受け、本当に残念ではありますが、8月 19日から計画していた令和

3年度の夏季学園を中止とさせていただきます。ご理解いただきますようお願い申

し上げます。 

 

1年生の時の移動教室が中止となり、続いて夏季学園も中止となってしまったこ

とから、今後、2学期以降に実施できるよう、新たな校外学習(日帰りも含めた)を

計画していきたいと考えています。具体的な計画が決まり次第、お伝えましていきま

すので、よろしくお願いします。 

保護者の皆様には、今後も、変わらぬご協力とご支援をお願いいたします。 

 

 

 

 

※すでに、夏季学園の費用を振り込んでいただいたご家庭もあります。 

  大変申し訳ありませんが、一旦、学校で預からしていただき、新たな校外行事

の費用に充てさせていただければと思います。なお、残金については、年度末

の私費会計の返金の際に、他のものと合わせてお返ししていきます。 

   また、まだ、夏季学園の費用を振り込んでいないご家庭は、この後、振り込む必

要はありませんので、よろしくお願いいたします。新たな校外行事の費用につ

いては、改めて、徴収させていただく予定です。 

 

 

 


